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血液検査の一部における基準値表示（＝正常範囲値）の変更について 

 

採血などの臨床検査により診療に不可欠な情報が得られ、その結果に基づき治療が行われ

ています。 

従来、各医療施設で各検査項目に関する基準値は統一されていませんでした。 

地域医療連携システムの構築とマイナンバー制度の導入に伴う「国民の健診検査データの活

用」など、医療施設における検査データの判断基準の統一が望まれるようになりました。 

 

こうした背景の中、日本臨床検査標準協議会(JCCLS)より共用基準範囲（正常範囲値）が設定

され、日本医師会をはじめ 29学会・団体の同意あるいは賛同が得られております。 

 

これらを受けて、当院の臨床検査の基準値表示を統一基準値に変更いたします。 

JCCLS 共用基準範囲の採用により、皆様の検査値の一部が、従来と同じ検査結果であっても

異常と判定されたり、または正常範囲となったりする事が考えられます。 
 

 

お知らせの要約 
 

① 測定する試薬は従来と変更ないため、皆さんの検査結果に数値的変動はありません 

② 今回変更になる基準範囲は主要学会を含む、全国 29団体承認の基準値です 

③ 従来の基準範囲で正常から、今回の変更により異常値とされても重大な異常値のこ

とはありませんから、特別に心配することはありません 

 
 

ご不明な点等がございましたら、御遠慮なく主治医の先生または臨床検査課まで、お問い合

わせ下さい。 

 

 




